
別記様式第７号

産地活性化総合対策事業の薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業（薬用作物産地確立支援事業）
　　 評価担当課　　　　　　東北農政局生産部園芸特産課 

事業実施主体 事業内容 事業費（円） 　Ａ　：　計画以上の成果が見られる

　Ｂ　：　計画通りの成果が見られる

　Ｃ　：　計画通りの成果がみられない

総合所見

改善計画では、栽培品目をスペインカンゾウのみに絞り、薬用栽培の有識者から技術指導を受けながら栽培を行ったが、目標達成
に至らなかった。
事業実施主体としては、薬用作物の生産を継続するため、有識者から栽培技術の指導及び販路の助言を受けるとともに、実需者と
協議を重ねてきたが、
①宮城県における薬用作物の生産をめぐる状況・位置づけの変化により資金援助を受ける予定であった団体から援助を断られたこ
とにより、面積拡大、量産が困難となった。（社会経済情勢の変化）
②カンゾウの有効成分が日本薬局方の基準（グリチルリチン酸２％以上）を満たしていたにも関わらず、実需者からは当初計画と異
なり、より高い基準（グリチルリチン酸３％以上）を求められたこと、さらに、通常は３年程度の栽培を行い有効成分の基準を満たすと
ころ、１年での収穫を求められたことで基準を満たすことができず、実需者との契約に至らなかった。（薬用作物特有の事情）
その結果、平成30年度以降は薬用作物を栽培することが困難となった。
事業実施主体としては、栽培を継続するため実需者と協議を重ね、有効成分の向上について様々な方法を試みたが、実需者の求め
る基準を満たすことはできなかった。さらに、実需者の変更についても検討したが、薬用作物の販路開拓の困難さから、新たな実需
者との契約には至らなかった。（薬用作物特有の事情）
以上のように、栽培が継続できない要因が薬用作物をめぐる社会経済情勢の変化や実需者側に主導権がある薬用作物特有の事情
によるものであり、事業の中止はやむを得ないと判断する。よって、評価の終了を記載した改善計画を提出し、本事業の評価を終了
することとしたい。

＜記載要領＞  
１　※１には実施要領第２の事業名を記入。
２　評価観点ごとの所見欄には、ａ、ｂ、ｃそれぞれの観点からの所見を記載する。
３　総合評価欄には、評価観点ごとの所見欄を踏まえて、Ａ、Ｂ又はＣのいずれかに○を付ける。
４　総合所見欄には取組全体について総合的な所見を記載する。
５　事業内容欄は、事業実施状況報告書に準ずる。
６　事業費は決算額を記入する。

総合評価

みやぎ薬用植物栽培
協議会

(1)検討会の開催
(2)実証ほの設置

【取扱作物】
スペインカンゾウ

4,725,300
（うち国費

4,710,300）

 ａ 成果目標が達成されているか

栽培面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）栽培面積
　H29　スペインカンゾウ　現状 3a　目標 220a　R4実績 0a　達成率 -1.3%　　　　　　　　　　H22　8.3a(11品目)    H28 16a（7品目）
　
※H30年度以降は栽培面積が「0」となっている。

 ｂ 計画に即した取組が行われたか

以下の理由により面積拡大に至らず、成果目標が達成できなかった。
①薬用作物をめぐる状況の変化を受けて資金援助を受ける予定であった団体から援助を断られ、それにより面積拡大、量産が困難となり、実需者との契約に至らなかった。
②カンゾウの有効成分については、日本薬局方の基準を満たしていたにも関わらず、実需者のより高い基準（有効成分３％以上、栽培期間１年で有効成分を確保）を満たせず契約に至らなかった。

 ｃ 予算の執行が適正に行われたか。また予算に見合った成果が出たか



別記様式第７号

産地活性化総合対策事業の薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業（薬用作物産地確立支援事業）
　　 評価担当課　　　　　　東北農政局生産部園芸特産課 

事業実施主体 事業内容 事業費（円） 　Ａ　：　計画以上の成果が見られる

　Ｂ　：　計画通りの成果が見られる

　Ｃ　：　計画通りの成果がみられない

総合所見

改善計画に基づき、実需者の指導により栽培管理を行った。肥料高騰に対しては、堆肥を増大することで
経費削減及び単収増につながった。また、新規生産者への説明会、生産者募集のパンフレットの配布等
を行い、栽培面積の拡大を図った。
しかしながら、県内で他産地が薬用作物の栽培に参入したことにより、実需者から栽培面積や品目を制
限されたため、目標を達成することが出来なかった。
このため、成果目標の達成に向けた改善計画書の提出を求め、必要な指導を行うこととする。

＜記載要領＞  
１　※１には実施要領第２の事業名を記入。
２　評価観点ごとの所見欄には、ａ、ｂ、ｃそれぞれの観点からの所見を記載する。
３　総合評価欄には、評価観点ごとの所見欄を踏まえて、Ａ、Ｂ又はＣのいずれかに○を付ける。
４　総合所見欄には取組全体について総合的な所見を記載する。
５　事業内容欄は、事業実施状況報告書に準ずる。
６　事業費は決算額を記入する。

総合評価

羽後薬草生産組合

(1)検討会の開催
(2)実証ほの設置
(3)農業機械の改良
(4)栽培マニュアルの作成

【取扱作物】
トウキ、ビャクシ、シャクヤク

10,530,082
（うち国費

7,780,000）

 ａ 成果目標が達成されているか

栽培面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参考（改善計画以降の実績）
　　　　　　　現状(H22)　目標(R4)　実績(R4)　達成率　　　　　 　 H30　　　R1　　　R2　　　R3
　トウキ　　　　　0a　　　 250a　　　65a　　　26.0%　　　　　　　50a　　　60a　　 51a　　 60a
　ビャクシ　　　　0a　　　 250a　　　 0a　　　 0.0%　　　　　　　15a　　　 0a　　　0a　　　0a
　シャクヤク　　　0a　　　1400a　　 577a　　　41.2%　　　　　　 255a　　 447a　　588a　　548a
　合計　　　　　　0a　　　1900a　　 642a　　　33.7%　　　　　　 320a　　 507a  　639a　　608a

 ｂ 計画に即した取組が行われたか

実需者からは連作障害の回避等を理由として、ほ場（栽培範囲）や品目の指示を受けて栽培しているため、面積拡大には至らず、目標達成が出来なかった。その他として品目毎には以下の
理由で目標が達成できなかった。なお、事業実施主体としては実需者が指定する栽培面積の全範囲において栽培し、生産量の全量を実需者が買い取っている。
トウキは実需者と協議の上、一部ほ場を採種用として収穫しなかったことから、目標面積に達しなかった。（採種用20a）
ビャクシは栽培試験の段階で、想定より土壌水分量が多く生育不良となったため、製品にならないと判断し、栽培を断念した。
シャクヤクは除草と施肥管理に多くの時間を要したため、面積拡大には至らず、目標を達成できなかった。

 ｃ 予算の執行が適正に行われたか。また予算に見合った成果が出たか


